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令和２年５月８日

幼稚園，小・中学校 保護者の皆様へ

新型コロナウイルス感染症による

学校等の臨時休業の延長について
蔵王町教育委員会

この度，県立学校の臨時休業等については５月31日(日)まで延長することとな

り，宮城県教育委員会より各市町村に対しても同様の対応について協力要請があ

りました。つきましては，蔵王町内の全幼稚園，小・中学校について，再度，臨

時休業を行います。ご理解とご協力をよろしくお願いします。

蔵王町立幼稚園，小・中学校における臨時休業について

１．町内全ての幼稚園，小・中学校において臨時休業を行います

期 間 令和２年５月１１日(月)～５月３１日(日)（２１日間）

※ただし，幼稚園の預かり保育は実施します。(詳しくは各幼稚園まで)

２．臨時休業期間中，園児，児童生徒は自宅待機を原則とします

３．授業再開 令和２年６月１日(月) 併せて給食を開始します

４．臨時休業期間中に，授業再開に向けた準備を行います

【小・中学校】 各登校日の朝の登校時間は通常通りです

① 5月11日の週 登校日１日 （詳しくは各学校に問い合わせください）

段 ○ １人 週１日 １時間程度 地区ごとの分散登校など

階 プリント配布のための登校日 １日 を設ける

的 ② 5月18日の週 登校日２日 （詳しくは各学校に問い合わせください）

な ○ １人 週２日 ２時間程度 地区ごとの分散登校など

準 プリントの説明などを行う（各教室で学年ごと）

備 ③ 5月25日の週 登校日２日

期 ○ 5月28日(木) ３時間程度・弁当持参

間 ○ 5月29日(金) ３時間程度・弁当持参

国語・算数，数学等の学習 給食の食べ方の学習

【幼稚園】

□ 教材配布をする日などを設けます

５．児童館の利用について

児童館への自由来館は引き続き自粛をお願いします。ご家庭で留守番が困難

なお子さんについては、放課後児童クラブが利用可能です。（登録児のみ）

問い合わせ：教育総務課 TEL(0224)33-3008


